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MATSUDA Yoshimi : Establishment of a method for managing chemical substances 
 
 Due to amendments to the Industrial Safety and Health Act, autonomous management of chemical substances will be required from April 

2023. Therefore, to assist in the management of chemical substances at the National Institute for Basic Biology (NIBB), we have created 

a manual on the handling of chemical substances from acquisition to disposal. 

 

1. 目的 
 労働安全衛生法および関連法令の改正により、2023
年 4 月から自律的な化学物質の管理を求められること

になった。基礎生物学研究所(NIBB)でも対応方法が検

討され、各部署に対応が求められた（表１）。そこで、

配属先であるアイソトープ実験センターで保有する化

学物質の管理を見直し、法令に適合する化学物質の取

扱いの手順を把握した。さらに、この作業で得た情報

を元に、NIBB における化学物質の安全管理に関する

マニュアルを作成することで、化学物質の管理方法を

確立した。 
表 1 基礎生物学研究所の改正法令への対応 

労働安全衛生法の改正点 基礎生物学研究所の対応 

化学物質管理者及び保護具着

用管理責任者の選任 

PIを役職指定した。必要に応じて

PIが補助者（1名-数名）を指名

する。 

化学物質リスクアセスメント

の実施 

 

安全委員会、講習会で周知。リス

クアセスメント結果は、クラウド

サーバー（Google workspace）に

保存して情報共有する。 

暴露低減措置の実施防止 所員へのメール、安全の手引（所

内Webサイト掲載と配布）で周

知。 
皮膚等への健康障害をもたら

す化学物質への接触防止 

分注した容器へのラベル表示 

がん原性物質の作業記録の保

存 

使用者が「化学物質管理システム

（CRIS）」（島津エス・ディー株式

会社Webベースのソフトウエア）

に使用量・使用者を記録し、これ

を元に安全衛生管理室で作業記録

を作成・保存する。 

 
2. 配属先における化学物質の整理 
2-1 方法  
配属先で所有する化学物質を整理し、部署内での安全

管理の方法を確立するため下記の作業を行った。 
(1) 保有する化学物質の確認 
化学物質のリストを Microsoft Excel で作成し、部署内

で情報共有した。試薬以外に一般消費者向けで危険物

を含む塗料・接着剤も記載した。 

(2) 化学物質リスクアセスメントの実施 
最新の安全データシート(SDS)を入手し、2016 年以来

のリスクアセスメントを行った。SDS とリスクアセス

メントの結果は下の方法で共有した。 
1)NIBB の方針に沿って、PDF ファイルをクラウド

サーバーに保存した。 
2)印刷物をスタッフが使用しやすい書棚に保管した。 

(3) 試薬の取扱いマニュアルの作成 
情報共有と更新の容易さから紙媒体ではなく Google
サイトで作成した。ページ構成は、1)ホーム、2)入手/
保管、3)使用、4)廃棄、5)譲渡とし、各ページのサブペ

ージに詳細を記載した。 
 

2-2 結果 

(1) 保有する化学物質の確認 
リストを作成した。化学物質の内訳は、試薬 26 種類、

一般消費者向けで消防法危険物第 4 類を含むもの 5 種

類。 
(2) 化学物質リスクアセスメントの実施 
最新の SDS を確認したところ、前回(2016 年)のリス

クアセスメント以降、試薬 26 種類のうち 14 種類が更

新されていた。リスクアセスメントには、危険性・有

害性が評価できる厚生労働省の支援ツール「CREATE-
SIMPLE」を使用し、リスクアセスメント対象の成分を

含む 16 種類の試薬に対して実施した。対象の成分を複

数含む試薬は、各成分の判定結果を元に総合評価を行

った。図 1 に総合評価の例（リスクアセスメント対象

物質を 4 成分含む。）を示した。 
(3) 試薬の取扱いマニュアルの作成 
マニュアル作成の途中で、手順の多くが配属先に固有

ではなく、NIBB 共通であること、手順の詳細は様々な

Web サイトに最新の情報が記載されていることが分か

った。筆者は NIBB の安全衛生の業務を兼任している
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ことから、配属先限定でなく NIBB 全体向けのマニュ

アルを作成することにした。 
 

複数の化学物質を含む試薬のリスクアセスメントの判定結果 
 
 
試薬名：Ultima Gold（Perkin Elmer 社）（液体シンチレーター） 
実施日：2024 年 1 月 26 日 
 
 
複数の化学物質が含まれている試薬は、リスクアセスメント対象となる化学物質について、厚生労働省の化学

物質リスクアセスメントツール（CREATE-SIMPLE Ver2.5.1）を使用して、それぞれの判定を行い、判定結果

を比較して、より厳しい方を試薬として判定とする。 
 
・成分 1 ｼﾞｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾅﾌﾀﾚﾝの判定結果    ・成分 2 ﾎﾟﾘ(ｵｷｼｴﾁﾚﾝ)=ﾉﾆﾙﾌｪﾆﾙ=ｴｰﾃﾙの判定結果 

 
・成分 3 ﾅﾄﾘｳﾑ 1,4 ﾋﾞｽ[(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)ｵｷｼ] 

1,4 ｼｵｷｿﾌﾞﾀﾝ 2 ｽﾙﾎﾅｰﾄの判定結果.           ・成分 4 リン酸トリエチルの判定結果 

・成分 1 ジイソプロピルナフタレンと成分 2 ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテルは、CREATE-
SIMPLE の STEP2 の【物理化学的性状】データが無いため経皮吸収は判定できない。 
 
・総合評価（より判定が厳しい方を採用する。） 
◯合計（吸入＋経皮）：レベルⅡ 
◯酸や皮膚への影響：S 
◯爆発火災：レベルⅠ 
◯目や皮膚の防護具（手袋等）を着用すること。 
◯手袋は耐透過性・耐浸透性を推奨する。 

 
図 1 複数の成分を含む化学物質の総合評価の例 

 

3. 基礎生物学研究所における化学物質の取扱い 

3-1 方法  
2-1 の情報を元に、化学物質の入手から廃棄・譲渡ま

でのマニュアルを作成した。マニュアルは、手順の流

れに重点を置いて、詳細は Web サイトのリンクで示す

フロー図形式とした。Microsoft Power Point で作成し、

PDF 形式で Web サイトにアップロードした。 
フロー図は次のように分けて作成した。 
1)研究室で初めて化学物質を入手・持ち込む前の準備 
2)化学物質の入手前の検討・入手後の手順 
3)化学物質の使用から廃棄までの手順 
4)未使用・残余の化学物質の譲渡・廃棄の手順 
 
3-2 結果 
NIBBにおける化学物質の取扱いのマニュアルを作成

し、研究所内の HP に掲載した（図 2）。公開範囲は NIBB
構成員に限定している。各ステップの詳細や参考情報

を web サイトのリンクで示したことで、多くのステッ

プをコンパクトなフロー図に纏めることができた。 

図 2 NIBB における化学物質の取扱いフロー図(4 枚) 

 

4. まとめ 
NIBB における試薬の取扱いに関する情報を収集す

る際に、試薬の保管・廃棄を担当する NIBB の担当者

（技術職員）から指摘・助言を受けられたこと、試薬

の入手から廃棄・譲渡までを一連の流れとして NIBB
で情報共有できたことが有意義であった。今後は、年

度ごとに配属先で所有する化学物質リスト及び NIBB
のマニュアルを更新していきたい。 
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1. 研究室・施設で初めて化学物質を入手・持込む前の準備

STEP_1
基生研では、各部署に1名、化
学物質の取扱いに必要な役職
を下記のように指定していま
す。職務をご確認ください。

・化学物質管理者：PI
（化学物質管理者とは）
（講習会テキスト）

・保護具着用管理責任者：PI
（保護具着用管理責任者とは）

必要に応じて各役職に補助者
を指名できます。(届出等は不
要です。）

STEP_5.1
下記の方が必要です。部署ご
とに各役職１名ですが、兼任可
能です。
・毒劇物管理責任者：PI
・毒劇物管理責任者代理：選任
・毒劇物管理担当者：選任
職務は、毒物及び劇物等管理
規則第3条を御覧ください。

STEP_5
毒物を入手しますか？
（毒物劇物一覧）

YES

STEP_5.2
毒物は基生研共通の毒物保
管庫（試薬保管室内）で保管し
ます。技術課の担当者に連絡
して毒物保管庫の割り当てを
受けてください 。

【明大寺】基生研棟312
・担当者：諸岡直樹(email)
【山手】山手3号館5階東
・担当者：澤田薫(email)

STEP_5.3
試薬保管室の入退室の許可が
必要です。（手続詳細）

STEP_5.4
「毒劇物等管理責任者代理等
届出書」を安全衛生管理室
(email) へご提出ください。

STEP_6.1
(注)STEP_3.1で確認した場合は
省略可。

下記の方が必要です。部署ご
とに各役職１名ですが、兼任可
能です。
・毒劇物管理責任者：PI
・毒劇物管理責任者代理：選任
・毒劇物管理担当者：選任
職務は、毒物及び劇物等管理
規則第3条を御覧ください。

NO

STEP_6
劇物を入手しますか？
（毒物劇物一覧）

STEP_6.2
劇物保管庫が必要です。部署で

用意しますか？

STEP_6.3
試薬保管室の入退室の許可が
必要です。（手続詳細）
(注)STEP_3.3で行った場合は不
要です。

STEP_6.2.1
劇物保管庫を用意する。
【劇物保管庫の条件】
・庫外から中が見えない 。
・金属製。
・劇物のみの区画で施錠でき
る。（詳細）
・転倒防止措置。
・「医薬用外劇物」の標識の掲
示。

STEP_6.4
「毒劇物等管理責任者代理等
届出書」を安全衛生管理室
(email) へご提出ください。
なお 、STEP_3.4で提出する場
合（毒物での届出）は、劇物に

関して追記し、届出書は１通
にまとめて記載してかまいま
せん。STEP_6.2.2

基生研共通の劇物保管庫（試
薬保管室内）で保管できます。
技術課の担当者に連絡して劇

物保管庫の割り当てを受けてく
ださい。
【明大寺】基生研棟312
・担当者：諸岡直樹(email)

【山手】山手3号館5階東

・担当者：澤田薫(email)

薬品管理システム（CRIS: 
Chemical Registra tion  
In formation System）とは

岡崎3機関で運用している化学

物質・高圧ガスの使用管理の
ためのWebアプリです。 （詳細）
・基生研では劇物・毒物・がん
原性物質・特別管理物質は、
CRISでの管理を義務付けてい
ます。
・有機溶剤・特定化学物質は、
CRISで管理すると、毎年行わ

れる使用量の調査の際に便利
です。

YES

STEP_8
アルコール類（消防法の危険

物の第４類）を入手しますか？
(アルコール類判断フローチャ
ート）

STEP_8.1.1
アルコール類の保管場所が
使用できます。技術課の担当
者にご連絡ください。
明大寺：基生研棟B52（少量危
険物貯蔵取扱所）
・担当者：田中幸子(email)
山手：山手3号館1階東0127（

危険物屋内貯蔵所）
・担当者：水口洋子(email)

STEP_9
アルコール類以外の危険物を
入手しますか？
（危険物に該当する品名：別表

第1(P1)）
N
O

準
備
完
了

STEP_7
麻薬・向精神薬（麻薬・向精神
薬の指定状況）、覚醒剤（アン
フェタミン、メタンフェタミン、及
び各その塩類）
を入手しますか？

STEP_7.1
厚生労働省の許可が必要です。

事務センター調達課にご相談く
ださい。
・麻薬：麻薬研究者免許が必要
・向精神薬：向精神薬試験研究
施設設置者登録証が必要
・覚醒剤：覚醒剤研究者指定が
必要

YES

STEP_7.2
保管庫が必要です。
・麻薬：施錠できる専用（覚醒剤
を除く）の堅固な保管設備（金庫
等）
・向精神薬：施錠できる保管庫
・覚醒剤：施錠できる堅固な場所

YES

N
O

N
O

YES

N
O

Y
E
S

STEP_4
取扱いを記録する必要があり
ますか？下記を参照にYES又
はNOを選択してください。

【基生研において記録が必須
な化学物質】
YESに進んでください。
・毒物及び劇物(一覧)
・がん原性物質（一覧）
・特別管理物質(「安全の手引」
(P26★))

【記録が必要な化学物質①】

・特定化学物質(「安全の手引」
(P26) )

・有機溶剤(「安全の手引」
(P25))

毎年月別・物質別の使用量の
調査を行います。部署で用意
した方法で記録する場合以外
は、YESに進んでください。 (

特定化学物質障害予防規則
第38条の4）

【記録が必要な化学物質②】
・麻薬及び向精神薬（指定状
況）
・覚醒剤（アンフェタミン、メタン
フェタミン、及び各その塩類）
麻薬は、麻薬及び向精神薬取

締法第40条で、
向精神薬は、麻薬及び向精神
薬取締法第50条の23で、
覚醒剤は、覚醒剤取締法第28
条で、義務付けられています。
部署で用意した別の方法で記
録する場合以外は、YESに進
んでください。

（注）法令の規制があっても、
基生研で汎用性の無い化学物
質（生物由来の毒素、石綿、指
定薬物など）は記載していませ
ん。生物学実験では稀な化学

物質は、入手前に規制法令、
許認可、保管場所などの情報
収集をお 願いします。

N
O

STEP_4.1
薬品管理システム(CRIS）で取
扱いを記録します。CRISの使

用のために下記の手続が必
要です。

①部署におけるCRISの担当
者1名を決める。
②CRISの管理者（安全衛生管

理室・諸岡直樹(email)）
へ連絡し、下記の手続を行う。
・ログ インIDとパスワードの入
手
・CRIS用バーコードプリンター・
バーコードリーダーの借用
③部署の担当者は、CRISに ロ
グインして所属部署でCRISへ
のアクセスが必要な人をユー
ザー登録する。

Y
E
S

NO

N
O

STEP_8.1
保有するアルコール類（消防
法の危険物の第４類）が多い
ですか？

（注）消防法で１つの建物で保
管できる上限が決められてい
ます。このため、基生研では
各部署でのアルコール類の保
管は、20L以下としています。（
指定数量：別表第3(P3))

N
O

N
O N

O

STEP_9.1

消防法で１つの建物で保管で
きる上限（指定数量）が決めら
れています。
（指定数量：別表第3(P3))
一度に多くの量を入手されな
いようご注意くだ さい。
STEP_2.1のCRISで管理すると
便利です。

N
O

YES

実施する
STEP

質問を選択
するSTEP

N
O

Y
E
S

用語の説明

フロー図形の凡例

STEP_2
現在所有している、また は今
後入手予定の化学物質の成
分・規制を確認してください。
安全データシート（SDS）が役
立ちます。

【SDS入手方法】
・メーカー・代理店のwebサイト
からダウンロードする。
・購入先や譲受元に問い合わ
せる。

安全データシート (Safety 
Data Sheet, SDS）とは

化学物質および混合物を譲
渡・提供する際に、物理化
学的性質や危険性・有害性
及び取扱いに関する情報を
相手方に提供するための文
書です。

もっと詳しく（厚生労働省
・職場のあんぜんサイト）

もっと詳しく（基生研・安
全衛生管理室HP）

STEP_3
廃棄物業者が回収しなかった
り、処分費が高額な成分を含
んでいませんか？
もし含んでい る場合は、試薬
の変更をお 勧めします。

【廃棄が困難・処分費が高額
な化学物質の例】

・特定有害産業廃棄物（詳細）
=>具体例：酵素の防腐剤とし
て水銀化合物（チロメサール）
が含まれていることがあります。

・重金属
=>具体例：電子顕微鏡の試料
の染色剤として使用されてい
るオスミウムは基本的に廃棄
業者が回収しません。

2. 化学物質の入手前の検討・入手後の手順

STEP_4
安全データシート（SDS）を入
手し、熟読します。SDSの内容

を利用者に周知します。

【SDSの入手方法】
・メーカー・代理店のwebサイト

からダウンロードする。
・購入先や譲受元に問い合わ
せる。

【周知方法（例）】
・印刷して薬品庫付近に置く。
・電磁データを共通サーバー
や共通PCのホルダに保存す

る。

N
O

STEP_3
化学物質を入手する。

【入手方法】
1.業者から購入

2.（所外・所内）から譲受

STEP_6
下記のいずれかに該当します
か？

・毒物、劇物（一覧）

=>SDSの「適用法令」に「毒物
及び劇物取締法」が記載。容
器表面の「医薬用外毒物」「医
薬用外劇物」のラベルでも確

認可能。

・がん原性物質（一覧）

・特別管理物質(「安全の手
引」 (P26★) )

STEP_5
下の【法令と保管場所の表】

を確認して、適切な保管庫に保
存します。

STEP_8.1
化学物質リスクアセスメントを
行ってください。

=>リスクアセスメントの方法
（基生研・安全衛生管理室HP）

STEP_8
化学物質リスクアセスメント対
象物質ですか？

【対象物質の確認手順】
①一つの化学物質ごとに、職
場の化学物質管理(ケミサポ)(

「リスクアセスメント対象物質
への該当を確認する」の項)
の確認手順に従って対象物
質であるか確認する。

②複数の化学物質を含む場
合は、全ての化学物質につい
て確認する。

STEP_6.1
薬品管理システム（CRIS）へ入

力してください。(CRISにアクセ
ス）

・試薬にCRISのバーコードシー
ルが貼付されている場合

=>容器の重さを計り、CRISに
アクセスして「出庫登録（未使

用重量登録）」してください。（
詳細）

・試薬にCRISのバーコードシー
ルが貼付されていない場合

①CRISにアクセス
②化学物質製品マスターに試
薬情報を登録(詳細)
③メニューの「入庫」をプルダ

ウンし「化学物質製品入庫」を
選んで登録。
④容器の重さを計り、「出庫登
録（未使用重量登録）」（入庫

時に風袋込みで登録した場合
は不要）する。
⑤CRISバーコードラベルを印
刷して(詳細)、試薬容器に貼付

する。

不明な場合はCRISの管理者(
安全衛生管理室)へご連絡くだ

さい。
管理者：諸岡直樹（email）

YES

N
O

リスクアセスメントとは

労働安全衛生法で義務付け
られている労働者の安全の
ための化学物質の危険性・
有害性の評価です。

=>もっと詳しく1（厚生労働省/
職場のあんぜんサイト）

=>もっと詳しく2（労働安全衛
生総合研究所/ケミサポ）

STEP_8.2
化学物質リスクアセスメントの
結果を下記のドライブに保存

。使用者に周知してください。
保存先に研究室のドライブが
ない場合は、安全衛生管理室
(email)へご連絡ください。

保存先
・岡崎3機関Google/共有ドラ
イブ/リスクアセスメント結果/

=>化学物質リスクアセスメント
の結果への対応の概論
（労働安全衛生総合研究所/

ケミサポ/リスクアセスメントし
たらどうする？

入

手
に

伴
う

作

業
完

了

STEP_7
入手した化学物質を薬品管理
システム（CRIS）で記録します
か？

下記の物質は、CRISでの記録
が便利です。 1,2は月別・物質
別の使用量の調査を毎年行っ

ています。
1 特定化学物質(「安全の手引
」(P26)
2 有機溶剤(「安全の手引」

(P25))
3 麻薬及び向精神薬（指定状
況）,覚醒剤（アンフェタミン、メ
タンフェタミン、及び各その塩

類）

N
O

YES

薬品管理システム（CRIS: 
Chemical Registra tion 
Information System）とは

岡崎3機関で運用している化学

物質・高圧ガスの使用管理の
ためのwebアプリです。 （CRIS

の詳細）

・基生研では劇物・毒物・がん
原性物質・特別管理物質は、

CRISでの管理を義務付けてい
ます。
・有機溶剤・特定化学物質は、

CRISで管理すると、毎年行わ
れる使用量の調査の際に便利
です。

【法令と保管場所の表】

適用対象 適用法令 保管庫の必要 基生研における保管庫 保管庫の条件

毒物、劇物（一覧） 毒物及び劇物取
締法

必要です。 毒物：基生研共通（試薬保管室）
（明大寺）基生研棟312
（山手）山手3号館5階東

劇物：
・各研究室で用意（詳細）
・上記の試薬保管室も使用可

・毒物と劇物以外の試薬を保管しない。毒物
と劇物も混在しない。
・施錠する。

・堅固な金属製の設備に保管する。
・転倒防止措置をする。
・毒物・劇物の標識を掲示する。

危険物（危険物に該当する品
名：別表第1(P1))

消防法 消防法では各建物で「指定数
量」を超えると必要です。基生
研の保管庫（=貯蔵所）はアル
コール類のみ対象です。
【指定数量：別表第3(P3)】

明大寺：基生研共通
基生研棟B52

（少量危険物貯蔵取扱所）

山手：3研究所共通
山手3号館1階東0127

（危険物屋内貯蔵所）

明大寺：第4類アルコール類のみ
山手：第４類のみ
（注）基生研では各部署の危険物（第４類アル
コール類）の保管量は合計20L以下です。購

入時に保管可能な量かご確認ください。

麻薬、向精神薬（麻薬・向精神薬
の指定状況）、覚醒剤（アンフェ
タミン、メタンフェタミン、及び各そ

の塩類）

麻薬及び向精神
薬取締法、覚醒
剤取締法

必要です。 各研究室で用意 ・麻薬：施錠できる専用（覚醒剤を除く）の堅固
な保管設備（金庫等）
・向精神薬：施錠できる保管庫

・覚醒剤：施錠できる堅固な場所

爆発物の原料となり得る化学物
質
(11物質（硫酸、塩酸、過酸化水
素、硝酸、塩素酸カリウム、塩素
酸ナトリウム、尿素、硝酸アンモ

ニウム、アセトン、ヘキサミン及
び硝酸カリウム))

警察庁通達（サ

ミット等の開催時
に通達）

（通達時）必要です。 劇物は劇物保管庫、劇物以外は
各研究室で保管庫を用意。

・施錠する。

生物由来の毒素及び生物兵器

禁止法で規制される毒素（安全
の手引(P8))

生物兵器禁止法

、生物兵器禁止
条約(概要)

不要 不要 毒物・劇物と混在しない。

N
O

実施する
STEP

質問を選択
するSTEP

N
O

Y
E
S

用語の説明

フロー図形の凡例

Y
E
S

N
O

STEP_1
入手前に成分を確認してくださ

い。
【成分の確認方法】
・メーカーのカタログ
・安全データシート(SDS)

・試薬取扱業者へ問い合わせ

入

手
前

の
検

討

入

手
決
定

STEP_2
廃棄物業者が回収しなかった

り、処分費が高額な成分を含
んでいませんか？
もし含んでいる場合は、試薬
の変更をお勧めします。

【廃棄が困難・処分費が高額
な化学物質の例】

・特定有害産業廃棄物（詳細）
=>具体例：酵素の防腐剤とし
て水銀化合物（チロメサール）

が含まれていることがあります。

・重金属
=>具体例：電子顕微鏡の試料

の染色剤として使用されてい
るオスミウムは基本的に廃棄
業者が回収しません。

安全データシート(Safety 
Data Sheet, SDS）とは

化学物質および混合物を譲
渡・提供する際に、物理化
学的性質や危険性・有害性

及び取扱いに関する情報を
相手方に提供するための文
書です。

もっと詳しく（厚生労働省
・職場のあんぜんサイト）

もっと詳しく（基生研・安
全衛生管理室HP）

3. 化学物質の使用から廃棄までの手順

STEP_5
化学物質を使用する。
フード・保護具（手袋・マスク等）
の使用、使用環境（火気・温度
等）はSDSとリスクアセスメント
結果に基づいて行ってください。

Y
E
S

STEP_3
化学物質の容器に化学物質
管理システム（CRIS）のバーコ
ードシールが貼付されていま
すか？

STEP_2.1
研究室で保有しているSDSと
リスクアセスメント結果で、物

質に関する情報（危険性・有
害性）を得てください。

（注1）SDSとリスクアセスメント
結果は、各部署で使用者に周
知することになっています。リ
スクアセスメントの結果は下
記の部署ごとのドライブに保
存することになっています。

【保存先】
・岡崎3機関Google/共有ドラ
イブ/リスクアセスメント結果/

（注2）保存先に部署のドライ
ブがない場合は、安全衛生管

理室 (email) へご連絡ください。
また、リスクアセスメント結果
が保存されていない場合は、
所属部署の安全委員にご確
認ください。リスクアセスメント
を実施していない場合は、実
施し、周知と保存をお願いしま
す。
=>リスクアセスメントの方法
（基生研・安全衛生管理室
HP）

N
O

Y
E
S

STEP_7.1
廃棄物は化学成分として有害
ですか？

【確認方法】
SDSの「廃棄の方法」欄を確
認する。判断に迷う場合は、
廃棄物処理室の担当にご相
談ください。

もっと詳しく
（基生研・廃棄物処理室HP、
HPのQ&A もご参照ください。）

STEP_7
化学物質を添加した液体や固
形物を廃棄しますか？

（注）残った試薬や未使用の試
薬の処分については、ファイル
「4.残った試薬の譲渡・廃棄」を
ご覧ください。

YES

STEP_10
下記の方法で廃棄してく
ださい。

・化学物質が固着した固
形物=>一般ごみ
一般ごみのゴミ箱は各建

物の廊下にあります。
(詳細 廃棄物処理室HP/
一般ごみ&リサイクル/)

・排水可能な廃液=>流し
へ排水

STEP_9.1
有害な廃棄物は、研究室で保
管し、廃棄物処理室の定期回
収（年1回）で引き 渡してくださ
い。

もっと詳しく
（基生研・廃棄物処理室HP)

N
O

使
用
終

了

N
O

STEP_8
滅菌処理が必要ですか？

【滅菌処理が必要な場合】
・遺伝子組換え体を含む物

・注射針等の医療廃棄物

YES

N
O

STEP_8.1
滅菌処理を行ってください。

STEP_9
医療廃棄物ですか？

YES

N
O

安全データシート(Safety 
Data Sheet, SDS）とは

化学物質および混合物を譲
渡・提供する際に、物理化
学的性質や危険性・有害性
及び取扱いに関する情報を
相手方に提供するための文
書です。
もっと詳しく1（厚生労働

省・職場のあんぜんサイ
ト）
もっと詳しく2（基生研・安
全衛生管理室HP）

STEP_2
使用する化学物質は、化学物

質リスクアセスメント対象物質
ですか？

【対象物質の確認手順】
①一つの化学物質ごとに、下
記のサイトの確認手順に従っ
て対象物質であるか確認する。
職場の化学物質管理(ケミサ
ポ)(「リスクアセスメント対象物
質への該当を確認する」の項)

②複数の化学物質を含む場
合は、全ての化学物質につい
て確認する。

N
O

STEP_4
下記のいずれかに該当します
か？基生研ではCRISへの入
力が必要です。

・毒物、劇物（一覧）
=>SDSの「適用法令」に「毒物
及び劇物取締法」が記載。容
器表面の「医薬用外毒物」「医
薬用外劇物」のラベルでも確
認可能。

・がん原性物質（一覧）

・特別管理物質(「安全の手
引」 (P26★))

Y
E
S

NO

STEP_3.1
薬品管理システム（CRIS）へ
使用量を入力してください。
(CRISにアクセス）

不明な場合は各部署の安全
委員、または安全衛生管理室
の担当者へご連絡ください。
担当者：諸岡直樹（email）

Y
E
S STEP_4.1

下記の作業を行ってください。

①薬品管理システム(CRIS）にア
クセス
②化学物質製品マスターに試薬
情報を登録(詳細)
③手した化学物質の情報を
CRISに入庫から「化学物質製品
入庫」を選んで登録
④容器の重さを計り、「出庫登
録（未使用重量登録）」に入力
（入庫時に風袋込みで登録した
場合は不要）
⑤CRISバーコードラベルを印刷
して(詳細)、試薬容器に貼付

不明な場合はCRISの管理者(安
全衛生管理室)へご連絡ください。
担当者：諸岡直樹（email）

薬品管理システム（CRIS: 
Chemical Registration 
Information System）とは

岡崎3機関で運用している化学
物質・高圧ガスの使用管理の
ためのwebアプリです。 （詳
細）

・基生研では劇物・毒物・がん
原生物質・特別管理物質は、
CRISでの管理を義務付けてい
ます。
・有機溶剤・特定化学物質は、
CRISで管理すると、毎年行わ
れる使用量の調査の際に便利
です。

NO

N
O

Y
E
S

N
O

リスクアセスメントとは

労働安全衛生法で義務付け
られている労働者の安全の
ための化学物質の危険性・
有害性の評価です。

=>もっと詳しく1（厚生労働省/
職場のあんぜんサイト）
=>もっと詳しく2（労働安全衛
生総合研究所/ケミサポ）

実施する
STEP

質問を選択
するSTEP

N
O

Y
E
S

用語の説明

フロー図形の凡例

STEP_1
化学物質を用意する。（保管
場所から出す。）
下記の化学物質は専用の保
管場所があります。

【専用の保管場所がある化学

物質】
・毒物及び劇物（一覧）
・麻薬及び向精神薬（麻薬・向
精神薬の指定状況）
・覚醒剤（（アンフェタミン、メタ
ンフェタミン、及び各その塩
類）
・消防法の危険物

(20L程度のアルコール類）
（危険物に該当する品名：別
表第1(P1) ） ）

N
O

STEP_6
化学物質を保管場所に戻す。
下記の化学物質は専用の保管
場所があります。

【専用の保管場所がある化学物
質】
・毒物及び劇物
・麻薬及び向精神薬
・覚醒剤
・消防法の危険物
(20L程度のアルコール類(アル
コール類判断フローチャート）限
定)

調製後の化学物質は、含まれ
る濃度や性状によって調製前と
保管場所が異なる場合がある
ので、ご注意ください。
（例：毒物・劇物（一覧）で「製
剤」と記載されていない化学物

質は、化学的純品（原体）のみ
が劇物になります。メタノールは
「製剤」の記載はありませんの
で、調整後は劇物に該当しませ
ん。）

化学物質を分注して保管する場
合は、容器に下記の項目を記
載してください。
1 化学物質名（試薬名でも可）
2 （STEP2のリスクアセスメント
対象物質のみ対象）
労働安全衛生法第57条で規定
された表示するもの =>元の容
器のラベルのコピーを使用する

Y
E
S

YES

譲
渡
終
了

N
O

4. 未使用・残余の化学物質の譲渡・廃棄の手順

STEP_1
その化学物質は譲渡可能です

か？

STEP_2
譲渡先を探してみてください。

譲渡先は見つかりましたか？

【譲渡先を探す方法】

1.基生研の全構成員のグルー

プメールに問い合わせる。
2. 他の研究所・大学に問い合

わせる。

YES

STEP_3
譲渡先は基生研内の部署です

か？

STEP_7
（基生研内へ譲渡する）化学物質は、下記のいずれか

に該当しますか？

1. 「毒劇物等使用簿」（紙媒体）で管理している毒物・劇物

（一覧）である。(注：紙媒体による管理は2022年度に廃止
しましたが、それ以前の毒物・劇物で使用している場合が

あります。）

2. 容器に薬品管理システム(CRIS)のバーコードシールが

貼付されている。

STEP_5.1
CRIS (詳細）上で在庫の消去が必要です。下記の担当者に

ご連絡ください。
担当者：諸岡直樹（email） または澤田薫（email）

Y
E
S

STEP_4.1
資産として譲渡手続を行う。

「固定資産（無償）譲渡承認申請書」(職員用オンラインサー

ビス(ダウンロード))に、薬品の情報、残量の情報も添えて、
事務センターの調達課へ提出する。

Y
E
S

STEP_6.2
下記のいずれかの方法で、産廃業者に処分を委託してく

ださい。費用は各部署の負担です。

1. 廃棄物処理室の定期回収（年1回）で引き渡す。

2.部署で直接、産廃業者に処分委託する。

判断に迷う場合は、基生研・廃棄物処理室の担当にご相

談ください。=>もっと詳しく（廃棄物処理室HP）
廃棄物処理室の担当者 内海（チーフ）(email)

N
O

廃
棄
終
了

STEP_6
有害な物質ですか？

【確認方法】

SDSの【廃棄の方法】を確認する。判断に迷う場合は、技
術課の廃棄物処理室の担当者にご相談ください。

廃棄物処理室HP
HPのQ&Aもご参照ください。

廃棄物処理室の担当者 内海（チーフ）(email)

NO

N
O

N
O

Y
E
S STEP_7.2

化学物質の記録を、下記の２通りのどちらかで譲渡先に

渡す。

1. 毒劇物等使用簿（紙媒体）で管理している毒物・劇物
の場合

①使用簿の最後に移管先と移管日を記入する。
②使用簿の複写を作成し、複写を保管する。

（部署が終了の場合は安全衛生管理室が保管）

③原本を移管先に渡す。

2. CRISのバーコードシールがある場合

① CRIS上で移管手続（所属組織の変更）が必要です。
下記の担当者にご連絡ください。

担当者：諸岡直樹（email） または澤田薫（email）

STEP_4
所外へ譲渡する化学物質は、

毒物又は劇物（一覧）ですか？

Y
E
S

NO

STEP_5
所外へ譲渡する化学物質の

容器に、薬品管理システム
(CRIS)(詳細）のバーコードシ

ールが貼付されていますか？

STEP_7.1
譲渡先（所内）に下記を渡す。

①化学物質の現物
②SDS（あれば）

③「毒劇物等使用簿」の原本

（注：使用していた場合のみ（
STEP_8.1に記載））

薬品管理システム（CRIS: Chemical Regis tration 

Information Sys tem）とは

岡崎3機関で運用している化学物質・高圧ガスの使用管

理のためのwebアプリです。 （詳細）

安全データシート(Safety Data 
Sheet, SDS）とは

化学物質および混合物を譲渡

・提供する際に、物理化学的

性質や危険性・有害性及び取
扱いに関する情報を相手方に
提供するための文書です。

もっと詳しく1（厚生労働省・
職場のあんぜんサイト）

もっと詳しく2（安全衛生管理

室）

N
O

STEP_6.1
下記の方法で廃棄してください。

・固形物=>一般ごみ

一般ごみのゴミ箱は各建物の廊下にあります。

（詳細 廃棄物処理室HP/一般ごみ）

・排水可能な液体=>流しへ排水

Y
E
S

STEP_8
（所外へ譲渡する）劇物・毒物は、「毒劇物等使用簿」（紙媒
体）で管理していますか？

(注：紙媒体による管理は2022年度に廃止しましたが、それ
以前の毒物・劇物で使用している場合があります。）

STEP_8.1
「毒劇物等使用簿」（紙媒体）について下記の措置を行う。

①使用簿の最後に譲渡先と譲渡日を記入する。

②使用簿の原本を保管する。
（部署が終了の場合は安全衛生管理室が保管）NO

N
O

N
O

Y
E
S

所
外
へ
譲
渡

所内へ
譲渡

NO

実施する
STEP

質問を選択
するSTEP

N
O

Y
E
S

用語の説明

フロー図形の凡例

STEP_9
譲渡先（所外）に下記を渡す。
①化学物質の現物
②SDS（あれば）
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